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 １月から３月にかけて，以下の学習会を開催いたしました。 

新型コロナウイルスの感染者が増えていた時期でありましたが，会場の常時換気，消毒液・

アクリル板の設置，座席間隔を空ける等，感染症対策を講じて実施しました。 

 
 

 ・１月 18 日（火） 市民後見人養成講座フォローアップ研修 

 ・２月 07 日（月） 水戸市住民向け学習会 

 ・２月 10 日（木） 人が集まるチラシの作り方講座 

 ・２月 15 日（火） 小美玉市住民向け学習会 

 ・３月 01 日（火） 城里町住民向け学習会 

 

  
 

 

 

 
 

２月 22 日（火），水戸市が主催で「令和３年度第２回茨城県央地域権利擁護地域連携ネッ

トワーク協議会（以下，協議会）」がオンラインで開催され，本会職員も参加しました。協議

会には，11 の関係団体（権利擁護サポートセンターだより 10 号参照），連携市町村及び連

携市町村社会福祉協議会等が参加しました。 

今回の協議会では，１月までの今年度事業報告，来年度の事業計画の他，受任者調整会議

のあり方について話し合われました。その中で，令和４年度より本会が事務局となり，受任

者調整会議を開催することが決定いたしました。 

受任者調整会議は，成年後見制度を必要としている方の特性や生活課題等に対して，最適

な支援者（後見人等）を選ぶための会議です。現段階では，首長（市町村長）が後見等開始の

申立てを行う前に受任者調整会議へ諮り，決定した方又は法人を後見人等候補者として，家

庭裁判所へ申立てする流れを想定しております。 

受任者調整会議の委員は，学識経験者，専門職（弁護士，

司法書士，社会福祉士，行政書士，税理士等）で構成し，時

には普段から本人と関わりのある福祉や医療関係者にも参

加していただく予定です。 

また，適切な支援者（後見人等）には，委員になっている 

権利擁護サポートセンターだより 

● 「茨城県央地域権利擁護地域連携ネットワーク協議会」が

開 催 さ れ ま し た ！ 

 

● １月から３月にかけて，様々な学習会を開催しました！ 

詳細は， 

別紙報告書を 

ご覧ください！ 
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専門職の他，本会主催の「市民後見人養成講座」を修了した『市民後見人』や，社会福祉法人

やＮＰＯ法人が行っている『法人後見』等が候補者として推薦される見込みです。詳細につ

いては次年度以降にお知らせいたします。 

 
 

 

 

 

平成 30 年度市民後見人養成講座の修了生である田尾文義さん（東海村）より，『終活新聞

10 号』をご提供いただきました。老後に備えての準備や手続き方法について記載されていま

すので，ぜひご覧ください。 

田尾さんは，普段は行政書士として，地域の方から遺言や相続，空き家問題等，様々な相

談を受けている他，終活をテーマにした新聞の発行や講演会等での啓発活動を行っています。

また，東海村社会福祉協議会の日常生活自立支援事業の生活支援員としてもご活躍されてお

り，認知症や障害がある方がより良い生活が送れるよう支援されています。 

 

 

 
 

パソコンやスマートフォンでインターネットを使用中に突然「ウイルスに感染している」

等の偽警告画面や偽警告音が出て，それをきっかけに電話をかけさせ，有償サポートやセキ

ュリティソフト等の契約を迫る手口，いわゆる『サポート詐欺』に関する下記のような相談

が全国の消費生活センター等へ寄せられています。 

 

【相談事例】 

・警告画面や警告音がきっかけで電話したところ，ウイルスの 

除去費用等を請求された。 

・次々に料金の支払いを要求されて，プリペイド型電子マネーで支払ってしまった。 

 

近年では年間 5000 件以上の相談が寄せられており，最近ではプリペイド型電子マネーに

よる支払いが急増していたり，高齢者からの相談も増加しているということです。 

警告画面や警告音が出ても慌てずに，自分でパソコン等の 

状態を確認し，自分で判断できない場合には，周りの人へ相談

しましょう。くれぐれも画面に掲載されている連絡先に電話し

ないようにし，不安に思った場合には，消費者ホットライン

「188（いやや！）」番へ相談しましょう！ 

 

● 「サポート詐欺」にご注意を！ 

● 市民後見人養成講座修了生の田尾文義さん（東海村）より， 

『 終活新聞 』をご提供いただきました！ 
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社会福祉法人水戸市社会福祉協議会 権利擁護サポートセンター 

住所：水戸市赤塚１丁目１番地 電話：０２９－３０９－５００１  

E-mail：kenriyougo@mito-syakyo.or.jp 

ホームページ：http://www.mito-syakyo.or.jp/soudan/kouken.html 
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・法人後見現受任件数 25 件：水戸市社協 16 件，ひたちなか市社協３件，東海村社協６件 

受任社協名 市町村名 後見 保佐 補助 計 

水戸市社協 

水戸市 11   11 

笠間市 1   1 

小美玉市 ２   ２ 

大洗町 1   1 

城里町 1   1 

ひたちなか市社協 ひたちなか市 ３   ３ 

東海村社協 東海村 ３ 3  ６ 

合計 22 3 0 25 
 

 ・法人後見監督現受任件数１件：水戸市の市民後見人の後見監督１件 

 ・水戸市社協の延べ受任件数 26 件，１件審判待ち 

 

 

 

● 受任状況（県央地域定住自立圏域内） 令和４年２月末日現在 

 

ホームページ 

QRコード 

mailto:kenriyougo@mito-syakyo.or.jp
http://www.mito-syakyo.or.jp/soudan/kouken.html


令和３年度 

「市民後見人養成講座フォローアップ研修」を開催しました 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年 1月 18日（火），水戸市福祉ボランティア会館にて市民後見人養成講座修了生のスキルアップ

を目的とした「市民後見人養成講座フォローアップ研修」を開催しました。平成 30年度修了生のほか，連

携市町村担当課の職員や，連携市町村社会福祉協議会の日常生活自立支援事業担当など 24 名の方が参加

し，講師に茨城県社会福祉士会会長の竹之内章代氏を招いて，「支援記録の書き方」をテーマにご講演をい

ただきました。 

研修後半では，グループに分かれて，支援の事例を基に演習を行いました。参加者同士の意見交換は，

個々の支援における記録の書き方を振り返るきっかけとなり，今回の研修を通して，記録のスキルを向上

させることで，より良い支援につながることを再認識することができました。 

 

 

新型コロナウイルスの感染者が増えていること

から，会場の常時換気，消毒液・アクリル板の設置，

座席間隔を空ける等，感染症対策を講じて実施しま

した。 

研修前半の講演では，「支援者として何をしたの

か，本人からどのような反応があったのか，記録は，

支援の考察や分析の根拠となる大事な情報となる

こと」，「支援者は本人を取り巻くネットワークの

なかで支援をしている。私たちの書く記録は個人情

報が多いため，権利や利益を守る必要があること」，

「記録が読まれ活用されるために留意すること」

等，記録の目的と意義，個人情報保護に関すること，

記録の書き方についての話がありました。 



 

 

 

水戸市成年後見制度住民向け学習会を開催しました 

質疑応答では，参加者から「どのようなことをきっか

かけに成年後見制度の申立てを考えるのか」，「成年後

見制度が普及されていない原因とは何か」，「成年後見

人等が家庭裁判所に提出する後見事務報告書につい

て，親族は確認することができるのか」，「親族が複数で

成年後見人等に選任されることはあるのか」，「相続人

の範囲はどこまでか」等，一歩踏み込んだ内容の質問が

あがりました。 

 

 

 

講演では，身近な事例を交えたクイズも出題され，参

加者から「制度について理解が深まった」，「後見制度の

必要性，メリットも分かった」，「申立ての流れが具体的

にイメージできた」といった声があがるなど，制度につ

いての理解を深めることができました。 

令和４年２月７日（月），水戸市役所本庁舎にて成年後見制度住民向け学習会を開催しました。

当日は，水戸市民 44 名のご参加のもと，講師に法テラス茨城の大塚喜封弁護士を招いて，「知

って安心！相続・遺言と成年後見制度」と題してご講演をいただきました。 

新型コロナウイルスの感染者が増えていることから，会場の常時換気，消毒液・アクリル板の

設置，座席間隔を空ける等，感染症対策を講じて実施しました。 

講演前半は，「成年後見制度の目的」，「申立方法」，「後見人等の職責」や「どのように選任され

るのか」，また「誰が後見人等になるのか」，「成年後見人等の報酬」等，成年後見制度の概要と，

相続・遺言については，「どのようなものが遺産になるのか」，「法定相続分とは何か」，「相続法の

改正で変わったポイント」，「自筆証書遺言の保管制度」等の話がありました。 

講演後半では，エンディングノート活用の大切さについて，法テラス業務と無料法律相談の申

し込み方法についての説明がありました。 

令和 3年度 定住自立圏成年後見支援事業 



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月 10日（木），オンラインにて成年後見制度に関するチラシを作成する際の

スキルアップを目的とした「人が集まるチラシの作り方講座」を本会権利擁護サポートセ

ンターが主催で開催しました。 

講座には，茨城県央地域定住自立圏域内の市町村及び，市町村社協職員 16名が参加し，

チラシマイスターのナミキセツコ氏をお招きし，企画の重要性やチラシを手に取ってもら

うコツについて学びました。今回の講座では，参加者が作成したチラシについて講師の添

削が受けられる特典もありました。講師の作成した見本は，より集客力を感じるチラシに

なり，チラシを見た参加者からは，「この学習会に行ってみたい！」，「この窓口へ相談し

てみたい！という気持ちになる」との感想があがりました。 

人人人ががが集集集まままるるるチチチラララシシシののの作作作りりり方方方講講講座座座ををを開開開催催催！！！   

 

今回の学習会は，水戸市社会福祉協議会権利擁護サポートセンターと，県央地域の９市町村（水戸市，

笠間市，ひたちなか市，那珂市，小美玉市 ，茨城町，大洗町，城里町，東海村）が協力して，地域で生

活する方の権利擁護事業として進めている「成年後見支援事業」の取り組みの１つとして実施しました。 

 

 

 

 

オンラインでの講座の様子 

～企画とチラシは表裏一体～ 
 

講座では，「何のために」，「誰のために」開催する

のかを考えるなど企画が大切である，対象者に適し

た場所や日時を選び，対象者に響くようなイベント

タイトルを考えることが必要である。実例として，

「講座名」や「団体名」がタイトルとしてそのまま

使われていることが多く見受けられるが，「参加する

と何を得られるか」や，「知っておかねば！」という

好奇心を訴求するキャッチコピーを用いることで，

より手に取ってもらいやすいチラシになるとの話が

ありました。 

 

 

チラシマイスター 

ナミキ  セツコ  氏 

～チラシのデザインの基本を知る～ 
 

横書きのチラシの場合，人の目線は左上から

右下に向かって「Ｚ」に読むことを意識してチ

ラシを作成する。必要な情報を整理し，文字は

チラシの全体６割で作成すると読みやすくな

る。また，行間や余白，フォント，色によって

も，読みやすさだけでなく，イベントや窓口に

対するイメージも変わるため，そのチラシに 

適したものを選択し，作成することが必要であ

る。また，同じような分野の「いいな！」と感じたチラシを参考に作成することも上達

の極意であるとのお話がありました。 

 

 



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月 15 日（火）小美玉市生涯学習センターコスモスにて，水戸市社会福祉

協議会と小美玉市が共催で，成年後見制度の普及啓発を目的とした「成年後見制度住民

向け学習会」を開催しました。学習会には，地域住民や福祉事業所職員等 26 名が参加

し，判断能力が低下した際や他界した際に備え，成年後見制度の概要の他，相続やエン

ディングノートの活用法について学びました。 

小小小美美美玉玉玉市市市成成成年年年後後後見見見制制制度度度住住住民民民向向向けけけ学学学習習習会会会ををを開開開催催催！！！   

  講演 相続が争族にならないために！ 

～成年後見制度まで見据えた生活設計をしよう～ 

講師：宮田 久雄 ファイナンシャルプランナー（ ㈱宮田財務 ） 

学習会では，「成年後見制度は，認知症 

等の判断能力が低下したご本人を，法律的 

に守ってくれる制度である。また，成年後 

見制度には，元気なうちから事前に契約し 

ておくことのできる『任意後見制度』と，  

認知症になってから利用できる『法定後見 

制度』の２つの制度がある。成年後見制度 

を含めて，自分らしく生きていくために， 

今から将来のことを考えておく必要がある」 

との話がありました。 
 

また，「『相続は“生前”の対策で 80％決まる』と言われている。相続は感情で左右さ

れるとあるように，生前中に子から親へ財産の話をすると，親は感情を害してしまうこ

とも多いと聞く。相続をきっかけに残された家族が争うことがないようにするために，

自身が中心となり，子と話し合いながら，相続税の節税や遺言など将来に向けて備えて

おかなくてはならない。」 
 

そして，「将来を考える際に，エンディング

ノートを活用して，財産をリスト化したり，自

身に介護や医療が必要になった際の希望を書

いておくことで，将来どのように過ごしたいか

自身でまとめることができるとともに，家族へ

も伝えやすくなる。また，エンディングノート

には，『大切な人へのメッセージ』を残すこと

もできるため，日頃からメッセージを記してお

くと良い」との話がありました。 

 
今回の学習会は，水戸市社会福祉協議会権利擁護サポートセンターと，県央地域の９市町村（水戸市，

笠間市，ひたちなか市，那珂市，小美玉市 ，茨城町，大洗町，城里町，東海村）が協力して，地域で生

活する方の権利擁護事業として進めている「成年後見支援事業」の取り組みの１つとして実施しました。 

成年後見制度のメリットについて説明 
 

 
“家族想いの人”になるために，今から行動を！ 



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月１日（火）城里町役場本庁舎３階にて，水戸市社会福祉協議会と城里町

が共催で，成年後見制度の普及啓発を目的とした「成年後見制度住民向け学習会」を開

催しました。学習会には，地域住民や福祉事業所職員等 18 名が参加し，判断能力が低

下した際や他界した際に備え，エンディングノートを活用して，成年後見制度の概要，

相続について学びました。 

城城城里里里町町町成成成年年年後後後見見見制制制度度度住住住民民民向向向けけけ学学学習習習会会会ををを開開開催催催！！！   

 講演 相続が争族にならないために！ ～大切な人へのメッセージ～ 

講師 宮田 久雄 ファイナンシャルプランナー（ ㈱宮田財務 ） 

＜判断能力が低下した方を守る“成年後見制度”＞ 
 

「成年後見制度は，認知症などにより判断能力が 

低下した方を法律的に支援してくれる制度である。 

例えば，不要な契約をしてしまった場合や，遺産 

分割協議が必要になった場合に，本人に代わって， 

後見人等が契約を取り消したり，手続きしたりする 

ことができる。元気である今のうちから，将来どの 

ように，また誰に支援してもらうかなど考えておく 

ことが必要である」との話がありました。 
 
 

＜相続対策は“生前の対策”で決まる＞ 
 

「『親が亡くなったが，相続税対策できることはあるか』とたまに相談があるが，す

でに他界してしまっていると，対策できることはほとんどない。そのため，生前のうち

から，相続税対策を考え，備えておく必要がある。 

また，『相続をきっかけに家族の関係性が悪くなって

しまった』という話をよく耳にするため，子などの

相続人になり得る方と話し合っておくことも大切で

ある」との話がありました。 

また，エンディングノートについて，「もしものと

きのために，希望したいこと（治療やお墓等）や所

有している財産等を書き残すことができ，記入者の

気持ちや考えを家族や後見人等へ伝えることができ

るノートである。他界後に家族同士が争うことがな 

く，「家族想いの人であった」と振り返ってもらえるように，日頃から大切な人にメッ

セージを残しておくことが大切である」とのお話がありました。 

 

 

 

 

 

 

自身でまとめることができるとともに，家族

今回の学習会は，水戸市社会福祉協議会権利擁護サポートセンターと，県央地域の９市町村（水戸市，

笠間市，ひたちなか市，那珂市，小美玉市 ，茨城町，大洗町，城里町，東海村）が協力して，地域で生

活する方の権利擁護事業として進めている「成年後見支援事業」の取り組みの１つとして実施しました。 

２つの後見制度ついて説明 

事例から相続について学ぶ 
 

 






